
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
地区の区分 

商 業 地 区

Ａ 

商 業 地 区

Ｂ 

商 業 地 区

Ｃ 

商 業 地 区

Ｄ 

鎌倉通り 

沿 道 地 区

Ａ 

鎌倉通り 

沿 道 地 区

Ｂ 

住商共存・

協 調 地 区

Ａ 

住商共存・

協 調 地 区

Ｂ 

茶 沢 通 り

等 沿 道 地

区 

建築物の容積

率の 高限度 

1 次の各号に示す敷地における容積率の 高限度

は、各号に示す数値若しくは式により算出される

もの、又は指定容積率のうちいずれか小さい方の

数値とする。 

(1)１号壁面線が定められている敷地 

：８×６／１０ 

(2)２号壁面線が定められている敷地 

：（Ｗ＋１）×６／１０ 

(3)３号壁面線が定められている敷地 

：５０／１０ 

(4)壁面線が定められていない敷地  

：Ｗ×６／１０ 

（Ｗ：建築基準法上の道路幅員ｍ） 

２ 前項各号に該当する敷地のうち壁面線の定めら

れた辺を２以上有する敷地については、前項各号で

算出された数値に２／１０を加算した数値、又は指

定容積率のうちいずれか小さい方の数値とする。 

次の各号に示す敷地における容積率の 高限度

は、各号に示す数値若しくは式により算出されるも

の、又は指定容積率のうちいずれか小さい方の数値

とする。 

(1)１号壁面線が定められている敷地 

：８×４／１０ 

(2)２号壁面線が定められている敷地 

：（Ｗ＋１）×４／１０ 

(3)壁面線が定められていない敷地  

：Ｗ×４／１０ 

（Ｗ：建築基準法上の道路幅員ｍ） 

― 

1 建築物の敷地面積は、次に掲げる面積以上でなければならない。 

４０㎡ ５０㎡ ６０㎡ ５０㎡ 

建築物の敷地

面積の 低限

度 
２ 前項の規定は、地区計画の決定告示日において、現に建築物の敷地として使用されている土地で同項の規定に適

合しないもの又は現に存する所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば同項の規定に適合

しないこととなる土地について、その全部を１の敷地として使用する場合においては、適用しない。ただし、同項の

規定に適合するに至った場合を除く。 

３ 第１項の規定は、地区計画の決定告示日以降において、公共事業の施行等による建築物の敷地面積の減少により、

当該事業の施行等の際現に建築物の敷地として使用されている土地で同項の規定に適合しなくなるもの及び当該事

業の施行等の際現に存する所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば同項の規定に適合し

ないこととなる土地について、その全部を１の敷地として使用する場合においては、適用しない。ただし、事業の施

行等以前に同項の規定に違反していた場合及び同項の規定に適合するに至った場合を除く。 

1 建築物の高さの 高限度は、次に掲げるものとする。 建築物等の高

さの 高限度 (1)２２ｍ

(2)都市計

画 道 路 補

助54号線、

都 市 計 画

道 路 世 区

街 10 号線

又 は 都 市

計 画 道 路

補助210号

線 に 面 す

る 敷 地 に

建 築 す る

建築物で、

別 表 第 １

( １ ) 項

(イ)欄か

ら(ニ )欄

に 示 す 要

件 に 適 合

す る も の

は 、 同 表

( １ ) 項

(ホ)欄に

掲 げ る 高

さとする。

(1)２２ｍ

(2)都市計

画 道 路 世

区街 10 号

線 又 は 都

市 計 画 道

路補助 210

号 線 に 面

す る 敷 地

に 建 築 す

る 建 築 物

で、別表第

１(２)項

(イ )欄か

ら(ニ)欄

に 示 す 要

件 に 適 合

す る も の

は 、 同 表

( ２ ) 項

(ホ )欄に

掲 げ る 高

さとする。

１６ｍ (1)２２ｍ 

(2)鎌倉通

り の 中 心

以 西 又 は

都 市 計 画

道 路 補 助

54 号線の

中 心 以 北

の 区 域 に

建 築 す る

建 築 物 は

１ ６ ｍ と

する。 

１６ｍ ２２ｍ 

壁面の位置の

制限 

建築物の外壁又はこれに代わる柱の面及び当該建築物に付属する門又は塀の面は、計画図３に表示する次の各号の

壁面線を超えて建築してはならない。 

(1)１号壁面線：道路中心から４．０ｍ 

(2)２号壁面線：道路境界から０．５ｍ 

地盤面から高さ１０ｍを超える部分は道路境界から２．０ｍ 

(3)３号壁面線：道路面から高さ２．５ｍ以下の部分は道路境界から１．０ｍ 

地盤面から高さ１０ｍを超える部分は道路境界から２．０ｍ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

建築物等の規制・誘導の方針 

1 商業地区Ａ，商業地区Ｂ、商業地区Ｃ、商業地区Ｄ、鎌倉通り沿道地区Ａ、鎌倉通り沿道地区Ｂ、住商共存・協調地区Ａ、住商共存・

協調地区Ｂ 

建築物の建替え等を通じて地区の目標とする街並みを実現するために、建築物等の用途の制限、建築物の容積率の 高限度、建築物

の敷地面積の 低限度、建築物の高さの 高限度、壁面の位置の制限、壁面の位置の制限を定める土地の区域における工作物の設置の

制限、建築物の形態又は意匠の制限及び垣又はさくの構造の制限を各地区の特性に応じて定める。また、敷地の状況並びに整備計画の

内容に応じて道路幅員による容積率の制限並びに道路斜線及び北側斜線制限の緩和に関する特定行政庁の認定を運用し、土地の合理的

な利用を通じた良好な街並みと建築物の不燃化の誘導を行う。 

制限の目的と誘導すべき建築物は、以下のとおりとする。 

（1）用途の制限については、商業地区Ａ、Ｂ、Ｃの都市計画道路（補助 54 号線、世区街 10 号線）及び歩行者回遊軸に沿った建築物の

１階部分では、賑わいの連続性が途切れぬように店舗、飲食店、事務所等の用途とするよう誘導し、商業地全体としては健全な賑

わいを維持していくために性風俗店等の立地を制限する。また、商業地区Ｃでは、周辺の居住環境に配慮した用途制限を行う。住

商共存・協調地区Ａでは、居住環境に配慮した建築誘導を行うため、立地可能な施設の用途・規模を中高層住居専用地域並みに制

限する。 

（2）壁面の位置の制限が定められている敷地に係る容積率の制限については、当該敷地の壁面後退の実施に伴う道路機能の拡充に応じ

た 高限度を定めていくものとする。 

（3）敷地の細分化とそれに伴う狭小過密な市街地形成を防止するため、敷地面積の 低限度を定め、現状水準の維持を図る。 

（4）土地利用の方針に定めた街並みを実現するため、当地区の現状を踏まえつつ建築物等の高さの 高限度を定める。商業地区Ａ、Ｂ

の都市計画道路（補助 54 号線、世区街 10 号線及び補助 210 号線）沿道部の一定の規模を有する敷地に建つ建築物においては、都

市空間や回遊性の向上に寄与する公開空地の規模に応じた建築物等の高さの 高限度を定める。商業系地区にあって住宅地に隣接

する区域（商業地区Ｄの鎌倉通り以西又は都市計画道路補助 54 号線以北の区域及び商業地区Ｃ）の建築物は、周辺の居住環境へ

の影響に配慮しつつ、建築物等の高さの 高限度を定める。建築物等の高さの 高限度を設定することに伴い、高度地区による高

さ制限を廃止し、北側斜線制限は緩和する。 

（5）鎌倉通りについては、幅員８ｍの主要生活道路として機能する道路空間を確保するため、現道中心からの壁面の位置の制限を定め

誘導する。 

その他の現道（建築基準法（昭和 25 年法律第 205 号。以下「法」という。）上の道路の位置付けがなされているもので、行き止ま

り状の区間は除く。）沿道部については、歩行者空間の充実、統一した街並みの連続性の確保並びに道路上空の圧迫感の軽減を図

るため、道路斜線の緩和とあわせて高さ１０ｍを境とした段階的な壁面の位置の制限を定める。ただし、鎌倉通り以西の現道は除

く。 

都市計画道路補助 54 号線及び都市計画道路世区街 10 号線の広幅員区間については、沿道部での新たな魅力的な商業空間の形成を

目指し、店先空地の確保と統一した街並みの連続性の確保を図るため建築物の１階部分及び高さ１０ｍを超えた部分の壁面の位置

の制限を定める。 

（6）壁面の位置の制限を定める土地の区域（壁面線と道路境界線との間の土地）は、日常的に歩道としての利用が図れるようにし、通

行の支障となるような固定的な工作物の設置は制限する。 

（7）壁面の位置の制限を定める土地の区域における工作物の設置の制限とあわせて、壁面線と道路境界線との間の土地は、日常的に歩

道としての利用が図れるようにし、通行の支障となるような建築物の形態又は意匠を制限する。また、地区内の住環境に配慮し、

日影による中高層の建築物の制限と同様の基準を用いた建築物の形態の制限を行う。 

（8）垣又はさくの構造は、街の緑化に寄与する構造とし、震災時に倒壊の危険性が高いブロック塀等は設置しないようにする。 

2 茶沢通り等沿道地区 

道路整備の状況を勘案しつつ、建築物の建替え等を通じて地区の目標とする街並みを一体的に実現するために、建築物の敷地面積の

低限度、建築物の高さの 高限度及び垣又はさくの構造の制限を定める。 

制限の目的と誘導すべき建築物は、以下のとおりとする。 

（1）敷地の細分化とそれに伴う狭小過密な市街地形成を防止するため、敷地面積の 低限度を定め、現状水準の維持を図る。 

（2）土地利用の方針に定めた街並みを実現するため、当地区の現状を踏まえつつ建築物等の高さの 高限度を定める。 

高さの 高限度を設定することに伴い、高度地区による高さ制限を廃止する。 

（3）垣又はさくの構造は、街の緑化に寄与する構造とし、震災時に倒壊の危険性が高いブロック塀等は設置しないようにする。 

3 法第 59 条の 2は、本地区整備計画の建築物等の整備に関する事項を遵守する。 

その他当該地区の整備・開発及び保全に関する方針 

1 計画図２に表示する歩行者回遊軸は、商店街の主要な買物空間であるとともに、各商店街を巡るルートとして当地区の商業全体の活

性化と魅力向上に寄与していくものとする。そのため、バリアフリーに配慮した安全・快適で歩きやすい買物環境の創出に努め、また、

商店街としての賑わいや街並みの連続性が途切れないように努める。 

2 壁面の位置の制限を定める土地の区域は、道路面との段差を小さくするなど歩行者が容易に通行できる構造とし、建築物出入口の小

段の設置、地下室の採光・換気のための開口面の設置、道路面から下がった半地下状の空間等としての利用は避ける。 

3 敷地内のまとまった空地は公開することを原則とし、壁面の位置がそろった商店街の街並みや、賑わいの連続性が損なわれないよう

配慮する。また、道路から利用しやすい位置に広場状に集約して配置する、又は敷地内を通り抜けることのできる通路とするなど、楽

しく歩ける街並みの形成や商店街の回遊性の向上に資するように努める。 

4 敷地内の空地並びに建築物の壁面や屋上は緑化を図り、うるおいある街づくりを推進する。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

－６－ －９－ 



 [計画図２] 
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 ■地区整備計画 

面  積：約２５．０ha  
 地区施設の配置及び規模 

種  類 名  称 幅  員  
 

延  長 備  考 

道  路 鎌倉通り ６ｍ～７ｍ 

 

約５５０ｍ 既存 

１号歩道状空地 ０．５ｍ～１ｍ 

 

約５５０ｍ 新設（鎌倉通り東側） 
その他の公共施設 

２号歩道状空地 ０．５ｍ～１ｍ 

 
 

約５５０ｍ 新設（鎌倉通り西側） 

既存道路の部分と歩道状空地

をあわせて幅員８ｍの道路と

して機能する空間を確保する。

建築物等に関する事項 

名称 
商業地区Ａ 商業地区Ｂ 商業地区Ｃ 商業地区Ｄ 鎌倉通り 

沿道地区Ａ

鎌倉通り 

沿道地区Ｂ

住商共存・ 

協調地区Ａ 

住商共存・

協調地区Ｂ

茶沢通り等

沿道地区 

 

地 区 の

区分 

面積 約４．８ha 

 
 

約７．０ha 約０．６ha 約３．１ha 約１．０ha 約０．８ha 約２．０ha 約３．４ha 約２．３ha

次に掲げる建築物は建築してはならな

い。 

(1)都市計画道路補助 54 号線、都市計画

道路世区街10号線又は、計画図２に表

示する歩行者回遊軸（以下「道路等」

という）に面する建築物で、面する部

分を住宅、共同住宅、寄宿舎、下宿及

びこれらに付属する自動車車庫の用途

に供するもの（以下「住宅等」という）。

ただし、次に定めるものはこの限りで

はない。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

①２階以上の階及び地階でその天井

が地盤面下にあるもの。 

②住宅等の出入り口 

③路地状敷地で道路等の境界線から

の距離が路地状部分の最小幅の２

倍以上の位置に建築物の外壁又は

これに代わる柱等を有するもの 

(2) 法別表第二（へ）項第五号に規定す

る倉庫業を営む倉庫 

(3)個室付浴場業に係る公衆浴場その他

これに類する建築基準法施行令（昭和

25 年政令第 338 号。以下「施行令」と

いう。）第130条の9の2で定めるもの 

建築物等の用途

の制限 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(4)１住戸

の専用面

積が18㎡

未満のも

のを有す

るもの 

(5)法別表

第二（ほ）

項第二号

に規定す

るマージ

ャン屋、 

ぱちんこ

屋、射的

場、勝馬

投票券発

売所、場

外車券売

場その他

これらに

類するも

の 

(6)法別表

第二（に）

項第四号

に規定す

るホテル

又は旅館 

― ― ― 

法別表第

二（に）項

第一号から

第八号に掲

げる第二種

中高層住居

専用地域内

に建築して

はならない

建築物は、

建築しては

ならない。

ただし、第8

号の床面積

の 合 計

「1500㎡」

は、「500㎡」

と読みかえ

る。 

― ― 

－８－ 




